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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使い捨ておむつにおける脚開口の周囲から、脚開口より突出する装着者の太ももの周囲
までを覆う筒状の補助吸収性物品であって、
　長手方向に弾性伸縮する帯状体を、幅方向の一方側の少なくとも端部を他方側の少なく
とも端部に重ねるようにして螺旋状に巻くとともに、互いに重なる部分を接合してなる螺
旋筒状体であり、
　脚付け根側の開口の縁は、前記帯状体の長手方向一方の縁と、前記帯状体の側縁のうち
脚付け根側に位置する側縁とからなり、
　前記螺旋の方向が互いに逆向きのものを左右一組として含み、
　前記帯状体の長手方向一方の縁が装着者の鼠蹊部に適合する部分であり、前記帯状体の
側縁のうち脚付け根側に位置する側縁が装着者の殿溝に適合する部分である、
　ことを特徴とする補助吸収性物品。
【請求項２】
　脚先端側の開口の縁は、前記螺旋の軸方向と直交する方向に沿うように形成されている
、請求項１記載の補助吸収性物品。
【請求項３】
　脚付け根側の端部に、使い捨ておむつにおける脚開口の周囲に対して着脱可能に連結さ
れるおむつ連結部が設けられている、請求項１又は２記載の補助吸収性物品。
【請求項４】
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　前記帯状体は、内側シートと、この内側シートの外側に接合された外側シートと、これ
ら内側シート及び外側シートの間に長手方向に伸長した状態で固定された弾性伸縮部材と
を備えたものである、請求項１～３のいずれか１項に記載の補助吸収性物品。
【請求項５】
　前記内側シートが液透過性シートとされるとともに、前記内側シート及び外側シート間
に、排泄物の液分を吸収保持する吸収シートを備えている、請求項４記載の補助吸収性物
品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い捨ておむつの脚開口における漏れ防止性能を向上させる補助吸収性物品
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パンツタイプ使い捨ておむつやテープタイプ使い捨ておむつのように装着時に脚開口を
有する使い捨ておむつにおいては、脚開口が排泄位置に近いことや、股間部における吸収
量が飽和し易いこと等により、脚開口からの漏れが発生し易く、そのため立体ギャザー等
の漏れ防止手段により漏れ防止を図ることが一般的となっている。
【０００３】
　しかし、座位時のように、脚開口に隙間が生じ易く、かつ使い捨ておむつの表面と装着
者の身体表面との隙間が少なくなる状況では、排泄物が脚開口に向かい易く、脚開口から
の漏れが発生し易いという問題点があった。
【０００４】
　他方、このような問題を解決するものとして、使い捨ておむつの脚開口の周縁部から装
着者の腿にかけて覆うように装着される帯状の補助吸収性物品（特許文献１参照）が提案
されている。しかし、この補助吸収性物品は装着時の周方向の締め付けのみで腿の付け根
に保持されるものであるため、脚の動きに対して追従変形しにくいものであった。そのた
め、ずれ易く、使い捨ておむつと補助吸収性物品との間に隙間を生じ易いという問題点が
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３２７５２１号公報
【特許文献２】特開２００１－２２４６１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の主たる課題は、脚の動きに対する追従変形性に優れた脚開口装着型の
補助吸収性物品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決した補助吸収性物品は次記のとおりである。
　＜第１の補助吸収性物品＞
　使い捨ておむつにおける脚開口の周囲から、脚開口より突出する装着者の太ももの周囲
までを覆う筒状の補助吸収性物品であって、
　長手方向に弾性伸縮する帯状体を、幅方向の一方側の少なくとも端部を他方側の少なく
とも端部に重ねるようにして螺旋状に巻くとともに、互いに重なる部分を接合することに
より螺旋筒状体としてなる、
　ことを特徴とする補助吸収性物品。
【０００８】
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　（作用効果）
　本補助吸収性物品では、長手方向に弾性伸縮する帯状体が螺旋状に巻かれており、螺旋
方向に弾性伸縮が可能であるため、周方向だけでなく、周方向と直交する軸方向にも伸縮
が可能となり、脚の動きに対する追従変形性に優れる。
【０００９】
　＜第２の補助吸収性物品＞
　脚付け根側の開口の縁は、前記帯状体の長手方向一方の縁と、前記帯状体の側縁のうち
脚付け根側に位置する側縁とからなる、第１の補助吸収性物品。
【００１０】
　（作用効果）
　一般的な使い捨ておむつの脚開口は、脚の付け根に沿うように斜め下向きに形成されて
いるため、特許文献１記載のもののように円筒形の補助吸収性物品では、使い捨ておむつ
の脚開口に対して形状が適合しにくい。しかし、上記のように螺旋筒状にするだけでなく
、脚付け根側の開口の縁を、帯状体の長手方向一方の縁と、帯状体の側縁のうち脚付け根
側に位置する側縁とからなる形状とすると、裁断しなくても、脚開口側となる開口の縁が
脚の付け根に沿うように傾斜し、使い捨ておむつの脚開口に対して適合しやすい形状とな
る。より詳細には、帯状体の長手方向一方の縁が鼠蹊部に沿い、帯状体の側縁のうち脚付
け根側に位置する側縁（螺旋方向に沿う縁）が殿溝に沿うようになる。その結果、使い捨
ておむつと補助吸収性物品との間に隙間を生じにくいものとなる。
【００１１】
　＜第３の補助吸収性物品＞
　前記螺旋の方向が互いに逆向きのものを左右一組として含む、第２の補助吸収性物品。
【００１２】
　（作用効果）
　螺旋の向きが同じ方向のものを左右一組として使用することもできるが、前述のように
、帯状体の長手方向一方の縁と、帯状体の側縁のうち脚付け根側に位置する側縁とからな
る形状としたときには、帯状体の長手方向一方の縁は鼠蹊部に適合し易く、帯状体の側縁
のうち脚付け根側に位置する側縁（螺旋方向に沿う縁）は殿溝に適合し易い。よって、上
述のように、螺旋の方向が互いに逆向きのものを左右一組として含むものとする方が好ま
しい。
【００１３】
　＜第４の補助吸収性物品＞
　脚先端側の開口の縁は、前記螺旋の軸方向と直交する方向に沿うように形成されている
、第１～３のいずれか１つの補助吸収性物品。
【００１４】
　（作用効果）
　脚付け根側と異なり、脚先端側の開口は円周状である方が装着時の違和感が少ないため
、上記のように円周状に切断されていると好ましい。
【００１５】
　＜第５の補助吸収性物品＞
　脚付け根側の端部に、使い捨ておむつにおける脚開口の周囲に対して着脱可能に連結さ
れるおむつ連結部が設けられている、第１～４のいずれか１つの補助吸収性物品。
【００１６】
　（作用効果）
　本補助吸収性物品は、装着状態で筒状をなす点では特許文献１記載のものと同様である
が、一方の開口側の端部に、使い捨ておむつにおける脚開口の周囲に対して着脱可能に連
結されるおむつ連結部が設けられているため、使用に際し、一方の開口側の端部を使い捨
ておむつの脚開口の周囲に連結することができる。よって、本補助吸収性物品によれば、
使い捨ておむつと補助吸収性物品との間に隙間が生じ難く、漏れ防止性に優れたものとな
る。
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【００１７】
　＜第６の補助吸収性物品＞
　前記帯状体は、内側シートと、この内側シートの外側に接合された外側シートと、これ
ら内側シート及び外側シートの間に長手方向に伸長した状態で固定された弾性伸縮部材と
を備えたものである、第１～５のいずれか１つの補助吸収性物品。
【００１８】
　（作用効果）
　前述の補助吸収性物品は、このような構造とすることが望ましい。
【００１９】
　＜第７の補助吸収性物品＞
　前記内側シートが液透過性シートとされるとともに、前記内側シート及び外側シート間
に、排泄物の液分を吸収保持する吸収シートを備えている、第６の補助吸収性物品。
【００２０】
　（作用効果）
　このような吸収シートを備えることにより、使い捨ておむつの脚開口から補助吸収性物
品の内側に尿等が漏れ出ても、これを吸収保持することができ、衣類等の汚れを防止する
ことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、脚の動きに対する追従変形性に優れるようになる等の利点がもたらさ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】補助吸収性物品の展開状態の表面を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】補助吸収性物品の斜視図である。
【図４】補助吸収性物品の展開状態の表面を示す平面図である。
【図５】図４のＡ－Ａ断面図である。
【図６】ダミー人形に使い捨ておむつ及び補助吸収性物品を装着した状態を前側から写し
た写真である。
【図７】ダミー人形に使い捨ておむつ及び補助吸収性物品を装着した状態を後側から写し
た写真である。
【図８】ダミー人形に使い捨ておむつを単独で装着した状態を前側から写した写真である
。
【図９】補助吸収性物品の製造工程を説明するための斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら詳説する。
　図１～図３は、使い捨ておむつ１００の脚開口１０１に装着される補助吸収性物品１０
の例を示している。この補助吸収性物品１０は、図１に示される長手方向に弾性伸縮する
帯状体１を、幅方向の一方の端部５を他方の端部５に重ねるようにして螺旋状に巻くとと
もに、互いに重なる幅方向の一方の端部５及び他方の端部５を接合することにより、図３
に示されるように螺旋筒状体としてなるものである。この補助吸収性物品１０は、脚付け
根側の開口１１と、その反対側に位置する脚先端側の開口１２とを有しており、図６及び
図７にサンプルの装着状態を示すように、脚付け根側の開口１１から装着者の脚を通し、
当該脚付け根側の開口１１側の端部で使い捨ておむつ１００の脚開口１０１の周囲が覆わ
れる程度まで引き上げて使用する。この補助吸収性物品１０では、長手方向に弾性伸縮す
る帯状体１が螺旋状に巻かれており、螺旋方向に弾性伸縮が可能であるため、周方向だけ
でなく、周方向と直交する軸方向にも伸縮が可能となり、脚の動きに対する追従変形性に
優れる。なお、図８は補助吸収性物品１０を装着する前の使い捨ておむつ１００単独の状
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態を示している。
【００２４】
　補助吸収性物品１０における脚付け根側の開口１１及び脚先端側の開口１２の形状は特
に限定されず、適宜の形状となるように切断することも可能であるが、図示形態のように
、脚付け根側の開口１１の縁を、帯状体１の長手方向一方の縁ｅ１と、帯状体１の側縁の
うち脚付け根側に位置する側縁ｅ２とからなる形状とすると、裁断しなくても、脚開口１
０１側となる開口の縁ｅ１，ｅ２が脚の付け根に沿うように傾斜し、使い捨ておむつ１０
０の脚開口１０１に対して適合しやすい形状となるため好ましい。より詳細には、帯状体
１の長手方向一方の縁ｅ１が鼠蹊部に沿い、帯状体１の側縁のうち脚付け根側に位置する
側縁（螺旋方向に沿う縁）ｅ２が殿溝に沿うようになる結果、使い捨ておむつ１００と補
助吸収性物品１０との間に隙間を生じにくいものとなる。
【００２５】
　一方、脚先端側の開口１２は、脚付け根側と異なり、螺旋の軸方向と直交する方向に沿
うように形成されていると、装着時にほぼ円周状となり、装着時の違和感が少ないものと
なるため好ましい。
【００２６】
　図９に示すように、二本分の長さの帯状体１を螺旋状に巻いて螺旋筒状体２０を形成し
た後、その長手方向中央で、二点鎖線で示す切断線２１に沿って、螺旋の軸方向と直交す
る方向に切断すると、帯状体１の長手方向一方の縁ｅ１と、帯状体１の側縁のうち脚付け
根側に位置する側縁ｅ２とからなる脚付け根側の開口１１と、螺旋の軸方向と直交する方
向に沿う脚先端側の開口１２とを有する補助吸収性物品１０を二本同時に製造することが
できる。ただし、これら二本の補助吸収性物品１０の螺旋の方向は同じになる。
【００２７】
　帯状体１を螺旋状に巻いて螺旋筒状体２０を形成する場合、帯状体１の幅方向の一方側
の少なくとも端部５を他方側の少なくとも端部５に重ねて接合する限り、その重なり幅は
帯状体１の幅未満の範囲内で適宜変更可能であり、図示形態のように端部５のみ重ねて接
合する他、帯状体１の幅方向一方側の部分を幅方向他方側の部分と重ねて接合する等、適
宜の変更が可能である。
【００２８】
　図６及び図７に示す装着状態では、使い捨ておむつ１００の片方の脚開口１０１にのみ
補助吸収性物品１０を装着しているが、両方の脚開口１０１に補助吸収性物品１０を装着
できることはいうまでもない。この場合、螺旋の向きが同じ方向のものを左右一組として
使用することもできるが、前述のように、帯状体１の長手方向一方の縁ｅ１と、帯状体１
の側縁のうち脚付け根側に位置する側縁ｅ２とからなる形状としたときには、帯状体１の
長手方向一方の縁ｅ１は鼠蹊部に適合し易く、帯状体１の側縁のうち脚付け根側に位置す
る側縁ｅ２（螺旋方向に沿う縁）は殿溝に適合し易い。よって、補助吸収性物品１０は、
螺旋の方向が互いに逆向きのものを左右一組とする方が好ましい。
【００２９】
　補助吸収性物品１０１の寸法は適宜定めれば良いが、例えば伸長限界まで展開した状態
での帯状体１の長手方向（周方向）寸法１Ｙは５００～８００ｍｍ程度、幅方向寸法１Ｘ
は５０～１００ｍｍ程度とすることができる。図示形態の帯状体１の長手方向の縁ｅ１は
直線状とされており、側縁ｅ２に対して直交しているが、曲線状とすることもでき、また
側縁ｅ２に対して直交していない形態とすることもできる。
【００３０】
　補助吸収性物品１０の素材構成は、上記機能を実現しうる限り特に限定されないが、図
示形態では、内側シート２と外側シート３とを張り合わせるとともに、これら内側シート
２及び外側シート３の間に長手方向に伸長した状態で弾性伸縮部材１４を取り付けること
により帯状体１を形成し、この帯状体１を螺旋状に巻いて螺旋筒状体に形成している。し
たがって弾性伸縮部材１４の伸縮方向は螺旋方向となる。これら素材相互の固定、並びに
帯状体１における互いに重なる幅方向の一方の端部５及び他方の端部５の接合は、ヒート
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シールや超音波シール等の素材溶着手段の他、ホットメルト接着剤等の接着剤等、特に限
定無く用いることができる。図中では、この固定手段としてのホットメルト接着剤を点模
様で表している。
【００３１】
　内側シート２及び外側シート３の素材としては、例えば目付け１０～３５ｇ／ｍ2程度
の各種不織布の他、多数の孔を有する孔開きフィルム等、公知のものを適宜用いることが
できる。不織布としてはエアスルー不織布、ポイントボンド不織布、スパンボンド不織布
等、特に限定されない。内側シート２としては液透過性素材を用いることが望ましい。
【００３２】
　内側シート２として液透過性シートを用いる場合、内側シート２及び外側シート３間に
、排泄物の液分を吸収保持する吸収シート４を介在させると、使い捨ておむつ１００の脚
開口１０１から補助吸収性物品１０の内側に漏れ出た尿等を吸収保持させることができる
。吸収シート４の位置は適宜定めることができるが、帯状体１の長手方向に沿って延在さ
せることが好ましく、図示のように長手方向に間欠的に設ける他、連続的に設けることも
できる。吸収シート４としては、パルプエアレイド不織布や、これに高吸収性ポリマー層
を付着させたＳＡＰシート等を好適に用いることができる。もちろん、図４及び図５に示
すように吸収シート４を省略することもできる。
【００３３】
　弾性伸縮部材１４としては、糸状、紐状等の細長状弾性伸縮部材や、帯状の弾性伸縮部
材を用いることができる。弾性伸縮部材１４としては、合成ゴムを用いても、天然ゴムを
用いても良い。弾性伸縮部材１４は帯状体の長手方向全体にわたり収縮力が作用するよう
に設けることが好ましいが、帯状体の長手方向に間欠的に収縮力が作用するように設けた
り、帯状体の長手方向の一部に設けたりすることもできる。吸収シートを設ける場合、弾
性伸縮部材１４は吸収シート４を有しない位置に設けることが好ましい。弾性伸縮部材１
４は少なくともその長手方向両端部が固定される限り、長手方向中間の部分は固定されて
いても、また非固定とされていても良い。弾性伸縮部材１４の固定には種々の塗布方法に
よるホットメルト接着剤又はヒートシールや超音波シールを用いることができる。
【００３４】
　弾性伸縮部材１４として細長状のものを用いる場合には、太さは４７０～１２４０ｄｔ
ｅｘ程度であるのが好ましく、固定時の伸長率は１５０～３５０％であるのが好ましい。
また、弾性伸縮部材１４として細長状のものを用いる場合、弾性伸縮部材１４は帯状体の
幅方向に間隔を空けて複数本配置することが望ましく、その配置間隔は４～１２ｍｍ程度
とすることが好ましい。
【００３５】
　補助吸収性物品１０における脚付け根側の端部には、使い捨ておむつ１００における脚
開口１０１の周囲に対して着脱可能に連結されるおむつ連結部１３を設けることが好まし
い。このおむつ連結部１３により本補助吸収性物品１０を使い捨ておむつ１００における
脚開口１０１の周囲に対して着脱可能に連結することができ、使い捨ておむつ１００と補
助吸収性物品１０との間に隙間が生じるのを防止し、漏れ防止を図ることができる。おむ
つ連結部１３を設ける場合、おむつ連結部１３を有する部分を弾性伸縮可能としても良い
が、おむつ連結部１３の着脱を容易にするために、おむつ連結部１３を有する部分は弾性
伸縮しないように構成することが望ましい。図示形態のように、内側シート２及び外側シ
ート３の間に長手方向に伸長した状態で弾性伸縮部材１４を取り付ける形態において、お
むつ連結部１３を有する部分は弾性伸縮しないように構成する場合、当該部分に弾性伸縮
部材１４を設けないこととする他、当該部分を含めて弾性伸縮部材１４は設けるが当該部
分における弾性伸縮部材１４を細かく切断することにより伸縮性を殺すこととしても良い
。
【００３６】
　おむつ連結部１３としては、粘着剤やメカニカルファスナー（面ファスナー）のように
使い捨ておむつ１００の脚開口１０１の周囲に着脱可能な連結手段を用いる。おむつ連結
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部１３は、脚付け根側の端部１１に設けられる限り、補助吸収性物品１０の周方向全体に
わたり連続的又は間欠的に設けることもできるが、図示形態のように、周方向の一部にの
み設けることもできる。なお、図示形態では、帯状体１の長手方向一方の縁ｅ１に沿って
おむつ連結部１３を設けているが、側縁ｅ２に沿って設けたり、周方向に沿って設けたり
することもできる。おむつ連結部１３にメカニカルファスナーを用いる場合、雄材（フッ
ク材）及び雌材（ループ材）の両者を用い、いずれか一方を補助吸収性物品１０に、他方
を連結対象の使い捨ておむつ１００に設けても良いが、使い捨ておむつ１００の外面が不
織布のように雄材が係止可能となっている場合には、補助吸収性物品１０のおむつ連結部
１３にメカニカルファスナーの雄材を用い、使い捨ておむつ１００には雌材を設けない形
態とするのが好ましい。おむつ連結部１３としてメカニカルファスナーの雄材を補助吸収
性物品１０の周方向にある程度長く設ける場合、雄材の硬さがフィット性を低下させるお
それがあるため、雄材（おむつ連結部１３）を適宜の長さで切断して補助吸収性物品１０
の周方向に複数の部分に分割することが好ましい。
【００３７】
　＜明細書中の用語の説明＞◇
　明細書中の以下の用語は、明細書中に特に記載が無い限り、以下の意味を有するもので
ある。
【００３８】
　・「目付け」は次のようにして測定されるものである。試料又は試験片を予備乾燥した
後、標準状態（試験場所は、温度２０±５℃、相対湿度６５％以下）の試験室又は装置内
に放置し、恒量になった状態にする。予備乾燥は、試料又は試験片を相対湿度１０～２５
％、温度５０℃を超えない環境で恒量にすることをいう。なお、公定水分率が０．０％の
繊維については、予備乾燥を行わなくてもよい。恒量になった状態の試験片から米坪板(
２００ｍｍ×２５０ｍｍ、±２ｍｍ)を使用し、２００ｍｍ×２５０ｍｍ（±２ｍｍ）の
寸法の試料を切り取る。試料の重量を測定し、１平米あたりの重さを算出し、目付けとす
る。
【００３９】
　・「厚み」は、自動厚み測定器（ＫＥＳ－Ｇ５　ハンディ圧縮計測プログラム）を用い
、荷重：０．０９８Ｎ／ｃｍ2、及び加圧面積：２ｃｍ2の条件下で自動測定する。
【００４０】
　・「伸長率」は、自然長を１００％としたときの値を意味する。
【００４１】
　・試験や測定における環境条件についての記載が無い場合、その試験や測定は、標準状
態（試験場所は、温度２０±５℃、相対湿度６５％以下）の試験室又は装置内で行うもの
とする。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、使い捨ておむつの脚開口に装着される補助吸収性物品として利用できるもの
である。
【符号の説明】
【００４３】
　　１…帯状体、２…内側シート、３…外側シート、４…吸収シート、１０…補助吸収性
物品、１１…脚付け根側の開口、１２…脚先端側の開口、１３…おむつ連結部、１４…弾
性伸縮部材、１００…使い捨ておむつ、１０１…脚開口、ｅ１…長手方向一方の縁、ｅ２
…脚付け根側に位置する側縁。
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